
第７期 第3回川口市自治基本条例運用推進委員会 

次  第 

        日 時 ： 平成28年7月29日（金）午後６時30分から  

場 所 ： キュポ・ラＭ４  会議室2・3号 

１ 開 会 

２ 議 事 

・自治基本条例改正の要否について 

・意見交換 

３ その他 

４ 閉 会 



第７期第３回 川口市自治基本条例運用推進委員会 

キュポ・ラ Ｍ４ 会議室2・3号        H28・７・2９（金） 

                 出入口      

 傍聴席                             

       担当 担当  補佐 課長 企画財政部長

出入口 

                     ■出席委員（12名） 

   欠席・・・  
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森 委員 

板橋委員 

齋藤委員 

稲川委員 
竹本委員 

田村委員 

戸部委員 

小林委員 

植木委員 

内山委員 岡田委員 

高橋（淳）委員 



「市民」と「市政運営」の主な役割

■「市民」の市政参加に関する権利
①意見を表明し、市政に参加する権利

②情報を知る権利

③公平・誠実に扱われる権利を条例の中で定めた。
ただし、これらの権利は濫用してはならず、常に自治の実現のために
行使することを認識することとしている。

■市政運営の原則
①市民の意思の反映
②情報の公開・提供
③公平・誠実な市政の運営の役割を定めた。
加えて、市では市政運営の原則に基づき、議会や行政運営の細かな

この条例では、「市」とは、議会、市長その他の執行機関
（職員を含む）としています

自治の実現とは、市民が市民として幸せに暮らせる

地域社会を築くこととしています

この条例では、「市民」を市内に在住、

在勤もしくは在学する人、または公益
を目的として市内で活動する人

主権者である市民の信託

を受けて市政を運営する

主権者として市政に

参加するよう努める
市 民 自治の実現市民の役割

実 現

実 現市
市の役割

信
託

■基本的な決めごと

・市民の役割

・市民と市の協働 ・市民の市政参加

条例の全体像

川口市自治基本条例の構成

この条例は、前文と３３条の条文で構成されている
・第１章「総則」（第１条～第６条）

目的や市民と市の役割などが規定されている
第５条第３項による「川口市協働推進条例」は平成２４年４月１日から施行

・第２章「市民等」（第７条～第１０条）
市民の権利などが示されている

第７条第５項による「川口市市民参加条例」は平成２４年４月１日から施行
・第３章「市政運営」

市政運営の原則、議会・行政の役割などが規定されている

・第１節「市政運営の原則」（第１１条～第１４条）・・・・・・・・・・・・・・・ ・市政運営で念頭に置くこと
・第２節「議会」（第１５条・第１６条）
・第３節「行政運営」（第１７条～第２９条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・市政運営の具体的な進め方
・第４節「市民投票」（第３０条）
第３０条による「川口市市民投票条例」は平成２５年４月１日から施行

・第５節「国及び他の地方公共団体との連携並びに国際交流」（第３１条）

市政運営の原則、議会・行政の役割などが規定されている

・第４章「最高規範」（第３２条・第３３条）
本市の最高規範となる条例であることを述べている
第３３条第３項による「川口市自治基本条例運用推進委員会条例」は平成２１年１０月１日から施行

川口市自治基本条例の構成と総合計画の対比（イメージ）

本条例は、「自治体の憲法」ともいわれ、川口市の最高規範として位置付けられている。
大分類すると以下のとおり

個
別
条
例

「市民」は、相互に助け合う

こと、市民活動・コミュニティ

活動を尊重することを定め、

事業者についても、社会的

責任を認識することを定め

ています。

■協働推進条例 ■市民参加条例 ■市民投票条例

【将来都市像】

人と しごとが輝く しなやかでたくましい都市 川口

【基本理念】

市民とつくるまちづくり 多様な主体の共生共栄
多様な市民ニーズに的確に

対応する市民福祉の充実

【めざす姿】

● 全ての人にやさしい“生涯安心なまち”
● 子どもから大人まで“個々が輝くまち”

● 産業や歴史を大切にした“地域の魅力と誇りを育むまち”

● 都市と自然が調和した“人と環境にやさしいまち”

● 誰もが“安全で快適に暮らせるまち”

● 市民・行政が協働する“自立的で推進力のあるまち”

【基本計画各論】

１ 健康を育むまちづくり

２ 健やかな子育て・子育ち環境づくり
３ 高齢者の暮らしの安心・生きがいづくり
４ 誰もが安心して生活できる環境づくり

Ⅰ 全ての人にやさしい

“生涯安心なまち”

１ 子どもがのびのび学べる環境づくり

２ 子どもの成長をサポートする基盤づくり
３ 市民が自己実現をめざせる環境づくり
４ 互いに尊重・理解し合う環境づくり

Ⅱ 子どもから大人まで

“個々が輝くまち”

１ 地域経済基盤づくり

２ 活力ある工業等の振興
３ 活気ある商業の振興

４ 魅力ある農業の振興
５ 地域資源の活用

Ⅲ 産業や歴史を大切にした

“地域の魅力と誇りを育むまち”

１ 豊かな水と緑に親しめる空間の創出

２ 環境の保全と創造
３ 廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進

Ⅳ 都市と自然が調和した

“人と環境にやさしいまち”

１ 住・工・商・緑が共存した計画的な土地利用の推進

２ 安全・安心・快適な移動を支える交通環境の整備

３ 安全・安心な上下水道サービスの提供

４ さまざまな災害や犯罪などの脅威から市民を守るまち

づくり

Ⅴ 誰もが

“安全で快適に暮らせるまち”

Ⅵ 市民・行政が協働する

“自立的で推進力のあるまち”

１ 市民が元気に活動するための環境づくり
２ 市民と行政の相互協力
３ 行政経営の基盤強化

【地域別計画】

地域別計画は、本市の10の地域（中央、横曽根、青木、南平、新郷、神根、芝、安行、戸塚、鳩ヶ谷）ごとに特徴や課題をとらえ、地域
の実情に即した取り組みやまちづくりの方向性を定めるもの

第５次川口市総合計画 基本構想（平成２８年度から平成３７年度までの１０年

【個別計画】

個別計画は、各分野の具体的な取り組み内容を定めるもので、基本計画の各施策などとも密接に関係している


